
◎みんなの人権110番 緯0570－003－110
ゼロゼロみんなのひゃくとおばん

◎子どもの人権110番 緯 0120－007－110
ぜろぜろななのひゃくとおばん

◎女性の人権ホットライン 緯 0570－070－810
ゼロナナゼロのハートライン

月曜日から金曜日（年末年始・祝日を除く）の

午前８時30分から午後５時15分まで。

※面接による相談もお受けしております。

釧路地方法務局・釧路人権擁護委員連合会

●開催日 平成27年10月４日（日）雨天決行

・受 付 午前８時00分～午前８時30分

・開会式 午前８時45分

・スタート 午前10時30分（一斉スタート）

●種 目 ・ハーフコース（21.0975娃） 一般男女年代別

・10娃コース 一般男女年代別（中学男女含む）

・ 5娃コース 一般男女年代別・中学男女・小学４年～６年男女

・ 3娃コース 小学１年～３年男女・自由参加（年齢性別は問いません）

※ハーフコース、10娃コース、５娃コースに参加する高校生は、一般男女年代別に該当します。

※10娃コースに参加する中学生は、一般男女年代別に該当します。

●参加料 臼一般1,500円 渦中高生1,000円 嘘小学生700円 ●定 員 350名（先着順）

●締 切 申込書に必要事項を記入の上、参加料を添えて下記の申し込み先まで９月１日（火）厳守で

お申し込みください。

また、申込用紙は津別町中央公民館でお受け取り（町外郵送可能）になるか、津別町のホー

ムページ（http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/）からダウンロードすることができます。

●申し込み・問い合わせ先 津別町中央公民館内 つべつ紅葉マラソン大会事務局 緯76－2713

人権困りごとなんでも相談

夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏 のののののののののののののののののののの 暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴 力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力 追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追 放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放 運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運夏 の 暴 力 追 放 運 動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動
７月 21日 ~８月 20日

《 重 点 目 標 》

臼暴力団の違法な資金獲得活動の実態周知と被害防止

振り込め詐欺、サラ金・携帯電話使用料等の架空請求、

書籍の購入要求、ゆすり、たかり等の暴力的要求行為そ

の他の暴力被害の早期相談と積極的な届出を呼びかける。

渦少年に対する暴力団の影響排除と環境の浄化

暴力団関係者との交遊、車の暴走行為や薬物乱用等の

非行行為を見たときは、保護者や関係者に知らせるよう

呼びかける。

問い合わせ先

（公財）北海道暴力追放センター北見支局

緯0157－61－5982

問い合わせ先 保健福祉課 介護保険担当 閏番窓口 緯76－2151（内線230）

平成２７年７月まで 平成２７年８月から

１か月に利用した介護保険サービスの利用者負担が一定の限度額を超えたときは、申請により超えた分が支給さ

れる「高額介護サービス費」について、所得の高い現役並み所得に相当する方の限度額が引き上げられます。

介護サービスを利用した際、サービス費の１割を利用者の方に負担していただいています。

この利用者負担について、今後更に介護費用の増加が見込まれる中、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ高齢者

世代内で負担の公平化を図っていくために、一定以上の所得がある方にはサービス費の２割を負担していただく

ことになります。

《高額介護サービス費の限度額が一部変わります》

《一定以上の所得がある６５歳以上の方は利用者負担が２割になります》

２割負担

サービス利用時は負担割合証をサービス事業者・施設に提出ください
要介護または要支援の認定を受けた方に、利用者負担割合（１割または２割）を記載した介護保険負担割合

証を７月末頃に個別に送付しますので、ご確認ください。また、今後所得更正や世帯構成の変更により課負担

割合が変更となった場合は負担割合証を差し替えします。

同一世帯の65歳以上の方の

年金収入＋その他の合計所得金額（※）

単身280万円未満2人以上346万円未満

本人の合計所得金額（※）

が１６０万円以上

本人の合計所得金額（※）

が１６０万円未満

本人が住民税を

課税されている場合

本人が住民税を

課税されていない場合

又は生活保護を受給

されている場合

割負担

割負担
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以上の方

割
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割

割

割

喝
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利用者負担限度額

（※）合計所得金額とは…収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等

の控除をする前の所得金額

同一世帯内に課税所得１４５万円以上の６５歳以上の方がいる場合に対象となります。

ただし、同一世帯内に６５歳以上の方が1人の場合その方の収入が３８３万円未満

同一世帯内に６５歳以上の方が２人以上いる場合その方々の収入の合計額が５２０万円未満

である場合はその旨を町に申請することで「一般世帯」３７,２００円になります。

み所得者とは

44,400円（世帯）現役並み所得相当

37,200円（世帯）一般世帯

利用者負担区分

一般世帯

住民税世帯非課税等

公的年金等収入額と合計所得金額（※）

が８０万円以下の方

老齢福祉年金を受給している方

生活保護受給の方など

負担限度額（月額）

37,200円 （世帯）

24,600円 （世帯）

15,000円 （個人）

15,000円 （個人）

割割

対象となる世帯には

申請書を送付します

↓

国立北海道障害者職業能力開発校では、求職中

の障がい者（応募希望者）の入校前適性相談を実

施します。

実施期間 ７月１日から平成28年３月11日まで

問い合わせ先

ハローワーク美幌 緯73－３５５５

国立北海道障害者職業能力開発校

（砂川市焼山60番地）緯０１２５－52－２７７４

北海道障害者職業能力開発校が
入校前適性相談を実施します

北海道身体障害者福祉協会では「盲ろう者通訳・介

助員養成講座」の受講者を募集しています。

募集定員 30名程度（札幌市を含む）

開 催 日 平成27年10月3日(土)、4日（日）、10日（土）、

（全7日間） 11日（日）、17日（土）、18日（日）、31日（土）

開催場所 道民活動センタービル

（札幌市中央区北2西７）

受 講 料 無料（テキスト代等自己負担約4,000円）

申込期間 平成27年8月24日（月）までに所定の様式

の申込書で申し込むこと。

主催・問い合わせ先

一般社団法人 北海道身体障害者福祉協会

緯011－251－1551

平成 27年度 盲ろう者通訳・
介助員養成講座受講生募集


